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２２ 高高知知県県のの人人権権教教育育～～現現状状とと課課題題～～

（１）これまでの取組

高知県における人権教育は、同和教育の歴史を継承しながら、「差別の現実から深く学

ぶ」ことを大切にして取り組み、これまで多くの成果を残してきました。例えば、長期

欠席・不就学の子どもの学力向上や、課題のある子どもを中心とした集団づくり、保育

所等・学校・地域との連携等、一定の成果をあげ、今日の取組にもつながっています。

また、「高知県人権尊重の社会づくり条例」（平成 10 年４月施行）や「『人権教育のた

めの国連 10 年』高知県行動計画」（平成 10 年７月策定）、「高知県人権施策基本方針－第

2 次改定版－」（平成 31 年３月策定）に基づいた高知県教育委員会の取組方針として「高

知県人権教育推進プラン」（令和２年３月改定）を作成し、豊かな人権感覚を身に付ける

ことを通して人権文化を創造することをめざし、小学校就学前教育・学校教育・社会教

育における、より充実した取組を推進しています。

（２）現状と課題

平成 28 年度に本県の公立学校児童生徒を対象に実施した「人権教育に関するアンケー

ト」の結果において、児童生徒の自尊感情の高まりが見られる一方で、いじめや差別を

見た時「何もしない」という回答が、校種が上がるにつれて増加する傾向が見られまし

た。また、障害者や高齢者、外国人といった社会的に取りあげられる機会が多い人権課

題については、児童生徒の学習経験が少なくても、一定適切な判断ができるものもあり

ます。一方、社会的に取りあげられる機会が少ないハンセン病や同和問題等のいくつか

の人権課題については、正しい判断に結び付いていないという実態が示されており、人

権学習の機会の保障と内容の充実、指導力の向上が課題として表れています。

人権教育を今後さらに充実させていくためには、保育所・幼稚園等において、組織的・

計画的な取組の推進や、人権尊重の理念や個別の人権課題についての保育者・教職員研

修の改善と充実が重要になります。一人一人の人権が尊重される保育所・幼稚園等づく

りを実現するために、さらなる取組の充実が求められています。

～人権や人権課題に関する国内の状況～

子どもの生命・身体の安全に関わる貧困・虐待・いじめや、在日外国人に対する差別扇

動、インターネット上の誹謗中傷等、社会で人権が守られていない、または差別が助長さ

れるような状況があり、個別の人権課題に関する次の法律が近年制定されました。

・「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」平成 28 年施行

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピー

チ解消法）」平成 28 年施行

・「部落差別解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」平成 28 年施行

・「いじめの防止等のための基本的な方針」平成 29 年改定

・「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律（アイヌ新法）」

令和元年施行

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律（女性活躍・ハラスメ

ント規制法）」令和２年施行
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女性（グラフ画像差し替え）
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６ 高齢者（グラフ画像差し替え）
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７ 障害者（グラフ画像差し替え）

７ 感染者等・ハンセン病（グラフ画像差し替え）

７ 感染者等・ハンセン病（グラフ画像差し替え）
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８ 犯罪被害者等（グラフ画像差し替え）
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９ インターネット（グラフ画像差し替え）

９ 災害と人権（グラフ画像差し替え）
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性的指向・性自認（グラフ画像差し替え）
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差し替え

①①人人権権がが大大切切ににさされれるる社社会会ををめめざざすす

②②全全ててのの人人がが等等ししくく
学学習習のの機機会会をを得得るる

④④人人権権やや人人権権課課題題
ににつついいてて学学ぶぶ

③③人人権権がが大大切切ににさされれたた
環環境境でで学学ぶぶ
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①人権教育を進めるうえで大切にしたい４つの視点

《 保育者としての認識 》

人権尊重の理念を十分に認識し、人権教育を推進するため人権に関する研修に主体的に

参加し自己研鑽に努めましょう。

人権教育の推進にあたっては、4 つの視点を意識し、人権課題に関わる当事者の不安、

憤り、思いや願いを聴きながら、人権教育の在り方を確認していきましょう。また、人権

教育の実践に学び、当事者（子ども・保護者・地域・研修講師等）との人間関係づくりを

もとに、丁寧な聴き取りを行っていきましょう。

目目的的：：人人権権がが大大切切ににさされれるる社社会会ををめめざざすす

人権を大切にする社会を築く力を育てる教育・保育活動のことです。

家庭や地域は、乳幼児期から子どもに豊かな感性や思いやり、善悪の判断など

人格形成の基礎を培ううえで、極めて重要な役割を担っており、人権尊重の理念が

日常生活を通じて育まれることが求められます。

【取組例】
・開かれた保育所・幼稚園等運営
・保護者会・PTA 等での人権教育の推進
・人権教育を肯定的に受容するような家庭・地域の基盤づくり 等

機機会会：：全全ててのの人人がが等等ししくく学学習習のの機機会会をを得得るる

一人一人の子どもの「育ち」を保障していく教育・保育活動のことです。

【取組例】

・人への信頼感の獲得

・自分の気持ちを素直に表現する力の育成

・ありのままの自分を好きになり、自信をもつための感情の育成

・自立・自律性の育成

・基本的生活習慣の確立

・人と関わる力の育成 等

環環境境：：人人権権がが大大切切ににさされれたた環環境境でで学学ぶぶ

人権が保障された環境で展開される教育・保育活動のことです。

【取組例】

・周りの大人の人権意識の高揚

・安心して生活できる保育所・幼稚園等づくり

・子ども自身が愛されていると実感できる環境づくり

・一人一人の子どもが自己発揮できる環境づくり

・人権に配慮した教材や施設整備 等

内内容容：：人人権権やや人人権権課課題題ににつついいてて学学ぶぶ

人権に関わる内容の理解やそれにつながる教育・保育活動のことです。

【取組例】
・自然や生命との触れ合い
・異文化との交流
・高齢者との交流
・人権に関する内容を扱った絵本や紙芝居等の活用 等
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自尊感情

自己表現力

人と関わる力

自己
を発
揮す
る体
験

自
然
と
の
関
わ
り

基
本
的
生
活
習
慣

人
と
の
関
わ
り

友
だ
ち
と
遊
ぶ
体
験

ちがいを認める

態　度

・自分のよさや可能性を見いだそうとする
・ちがいを認め合う
・相手の立場に立ったものの見方や考え方をする
・協力し合える人間関係を築こうとする
・いじめ・差別を許さず、人権を大切にする
・よりよい社会の実現をめざして行動しようとする 等

知　識 技　能（スキル）

・様々な人々の生き方
・人権確立の歴史
・差別をなくす取組
・社会や文化
　　　などを理解する

・自分自身と向き合う
・他者の思いを感じとる
・相手の思いを大切にしながら、自分の主張
　　　　を適切に表現したり、伝えたりする
・身近にある差別や不合理に気づく
・物事を多面的に見つめ、判断する
・未知の問題を自分で判断し解決する
　　　　　　　　　　などができる 等

自分に自信を
もつ体験 愛情・愛着・

信頼感

認められる
経験
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子どもが自分らしさを発揮できるようにするためには、まず、保育者が一人一人の子どもの思いを

丁寧に受け止め、その思いの背景や過程を理解するよう努めることが大切です。子どもの行動や思

いには、何らかの意味があるということが分かると、肯定的なまなざしで子どもを見ることができるよ

うになります。

自分に対する肯定的なイメージが育っている子どもは、多くのことに積極的に関わり、達成感や充

実感を抱き、そのことがさらなる意欲となり、自信も高まっていくと考えられます。

子ども同士がつながっていくためには、お互いの違いを認め合えるような仲間関係をつくること

が重要です。そのためには、自分と他者は違う人間であり、受け止め方も表現の仕方も違っている

ということを知ることが必要であることから、子どもたちが遊びや生活の中で、多様な関わりがもて

るよう、意図的・計画的に環境を構成することが大切です。

保育者は、子どもが自分の思いを言葉や態度で表現する姿を肯定的に受け止めるとともに、

相手の思いを言葉にしたり、それぞれの思いに共感的に関わったりすることが大切です。自分の

思いを知ってもらい､受け止めてもらい、安心することで、子どもは相手の気持ちにも思いを馳せる

ようになっていきます。

相互の違いを認識するには､心の成長も時間も必要であり、そのスピードには個人差がありま

す。急ぐことなく、その時の思いを伝え合ったり､感じ取ったりする経験や時間を十分に保障してい

きましょう。

そして、子どもは保育者を「安心の基地」として、それを拠点に活動の範囲を広げ、色々なことに

チャレンジしながら遊びを心から楽しみます。遊びと学びは表裏一体であるため、この「安心の基

地」がしっかりしていれば子どもは自然と主体的に学ぶことができるし、また自分一人でも何かが

できるという自信や自尊感情も身に付けることができるようになります。

また、遊び疲れたり、痛い思いをしたり、思い通りにならなかったりしてネガティブな感情が生まれ

た時には、「安心の基地」に行って、保育者にしっかりとくっつき安心感を取り戻すことで、再び外の

世界に出て行こうとします。子どもたちの日常は、こうしたことの繰り返しであり、保育者はこの日常

の中で「安心の基地」として、温かく親しみのもてる存在でいることが大切です。

子子どどもものの姿姿にに肯肯定定的的ななままななざざししをを向向けけるる

相相互互のの違違いいをを認認めめ合合ええるる仲仲間間関関係係ををつつくくるる
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（３）虐待の早期発見と対応

近年、家族形態の変化や家庭の教育力の低下等を背景に、児童虐待が増加しています。

児童虐待は、子どもの心身の成長、人格の形成に重大な影響を与えるばかりか、とき

には尊い生命さえ奪ってしまう重大な人権侵害です。

保育所・幼稚園等での教育・保育の中で、虐待を早期に発見し、対応することが求め

られています。

保育所・幼稚園等での見守りチェックポイント

登登 園園

（子どもの様子）

□機嫌はどうか、表情はどうか

□傷やあざ、火傷があるか

□服装はどうか

□保護者と別れる時の態度はどうか

□持ち物はそろっているか

□食事をとってきたか

（保護者の様子）

□表情はどうか、子どもへの接し方はどうか

□きょうだい間で対応の違いはないか

□会話の内容はどうか

□服装・身なりはどうか

□遅刻しがちである

□休む時、連絡があるか、理由はどうか

例えば・・・

・体にあざがある。子どもに聞くと

「ぶつけた」と言う。

・季節に合わない服を着ている。

・保護者がいる間、保護者と目を合わ

せない。

・極端にいい子になる。

・保護者の表情を窺う様子がある。

・おどおどしている。

例えば・・・

・傷やあざについて言わない、または

つじつまの合わない理由を言う。

・会話を避けるように帰る。

午午前前のの生生活活

（子どもの様子）

□食事をとってきたか

□極端な感情表現が見られるか

□遊び方に攻撃的な様子があるか

□衝動的な行動があるか

例えば・・・

・おなかをすかしている様子で元気がな

い。ボーっとしている。

・寝不足な様子でいつもあくびをしている。

・年齢にそぐわない言動がある。

（性的な発言や遊び、乱暴な言葉づか

いなど）

・すぐにカッとして、友だちとトラブル

を起こす。

・イライラした様子で、物を投げ散らか

したり、乱暴に扱ったりする。

・落ち着きがなく、集団に入れない。

・感情の表出ができにくくなり、無表情

になることがある。

・職員に引っ付いて離れない。

・大人が上から手を伸ばすと怯えた動作

がある。
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昼昼食食

（子どもの様子）

□食事の食べ方はどうか

□食欲がなく元気がない

□弁当やお茶の用意が不十分

□虫歯の治療ができていない

例えば・・・

・一気に食べる。

・何度もおかわりをする。

・食べたことのない食材が

多い。

身身体体測測定定・・健健康康診診断断

（子どもの様子）

□身体に不自然なケガや火傷

の有無

□身長が伸びていない

□体重が減っている

※欠席気味の子どもは随時、

測定する。

着着替替ええ／／午午睡睡時時

（子どもの様子）

□見えないところに傷やあ

ざ、火傷の有無

□下着や服が汚れている

□おむつはきれいか

□体がいつも汚れている

□季節に合った服装か

□入眠の時の様子

□布団、シーツは衛生的か

例えば・・・

・背中に傷やあざがある。

・お風呂に入っている様子

がない。

・おむつかぶれがひどい。

・なかなか寝付けない。

・安心して眠れない。

・しくしく泣いている。

・暗くなるのを怖がる。

・いつもと違う様子がある。

・いつもないのに、おねし

ょがある。

午午後後のの生生活活

（保護者の様子）
□連絡帳の内容はどうか
□提出物や集金の提出が
ない

例えば・・・
・連絡帳に何も書かれてい
ない。

・「言うことを聞かなくて
イライラする」「叩いた」
など子どもに対して否
定的なことや虐待を疑
われることが書かれて
いる。

※※必必要要にに応応じじてて、、ココピピーーししてて、、 ☑☑□□にに すするる等等ししてて活活用用

ししててくくだだささいい。。

※※「「保保育育所所・・幼幼稚稚園園等等ででのの見見守守りりチチェェッッククポポイインントト」」

はは、、高高知知県県教教育育委委員員会会事事務務局局人人権権教教育育・・児児童童生生徒徒課課

ホホーームムペペーージジよよりりダダウウンンロローードドででききまますす。。

降降 園園

（子どもの様子）
□保護者が迎えに来た時の
態度はどうか

（保護者の様子）
□子どもへの接し方はどうか
□子どもの方を見ているか
□会話の内容はどうか
□子どもの話を聞いているか
□きょうだい間で対応の違
いはないか

□登園時と比べて様子に変
化はないか

□保育者や他の保護者と会
話があるか

□降園時間を守らない

例えば・・・
・保護者のそばに行きたが
らない。

・なかなか帰りたがらない。
・迎える保護者によって、
子どもの態度が違う。

・極端にいい子になる。
・保育者にすがりつく。

例えば・・・
・「いいかげんにしなさい」
など子どもに対して、強
い口調で、一方的な言葉
掛けが多い。
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虐待を未然に防止したり、再発を防止したりするためには、子ども自身に次の３つの力

を育むことが重要です。

虐虐待待かからら子子どどももをを守守るるたためめのの４４つつののキキーーワワーードド

「「いいののちちをを守守りり育育むむたためめにに」」よよりり

虐虐待待かからら子子どどももをを守守るるたためめにに

①①自自分分ののここととをを大大切切なな存存在在だだとと認認識識すするる力力

②②今今、、自自分分がが置置かかれれてていいるる状状況況ににつついいてて正正ししくく理理解解すするる力力

③③周周囲囲のの人人にに相相談談ししたたりり、、いいややだだとと感感じじたたここととをを伝伝ええたたりりすするる力力

【【気気づづくく】】 日頃から子どもや家庭の『何かおかしいな』という変化や、子どもの声なき

SOS、心のサインに気付き、迅速かつ的確に対応することが早期解決の鍵にな

ります。そのためのポイントとしてチェックリストの活用も有効です。

【【ひひららくく】】 一人で悩まずすぐに管理職に連絡し、チームで支援することが大切になりま

す。特に、初期段階でどう対応するかで、その後の展開は大きく左右します。

【【つつななががるる】】保育所・幼稚園等だけでは対応が十分でない場合は、各種関係機関との連携

は必須なので、速やかな通告ののち、しっかりとつながっていきましょう。そ

の際、関係機関と連絡を取る人、窓口を一本化しておくことも必要です。

【【つつづづけけるる】】支え合える職場環境のもと、子ども、保護者への支援を続けていく必要があ

ります。
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③基本的生活習慣の確立

「早寝早起き朝ごはん」は子どもの生活の基本です。

早寝早起きを続けている子どもは、朝、目覚める時間帯に体温が上昇し、登園する時間

には体がしっかりと起きた状態になります。朝ごはんは、体や脳のエネルギー源です。朝

ごはんを食べることによって、体や脳が活発に働き始め、集中力ややる気が増し、午前中

から元気に過ごすことができます。また、運動も重要です。友だちと一緒に元気に遊んだ

り運動したりするとお腹がすいて、食が進み、昼間の心地よい疲れで早く寝ることもでき

ます。

遅寝遅起きの子どもの体温リズム

睡眠のリズムが崩れると･･･

•摂食リズムが崩れる(朝食の欠食)

•午前中の活動力低下

(運動不足、体力低下)

•自律神経機能の低下

(昼夜の体温リズムの乱れ)

•ホルモン分泌リズムの乱れ

•体調不良と精神不安定に陥りやす

くなる

3377..55 夜夜ふふかかししのの子子どどもものの体体温温リリズズムム

本本来来ああるるべべきき体体温温リリズズムム

3377..00

3366..55

【「睡眠の生理と臨床 改訂第３版」神山潤 2015 診断と治療社より】

【資料：早稲田大学 前橋 明「生活リズムを見直そう」より】
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ごはんを食べることによって、体や脳が活発に働き始め、集中力ややる気が増し、午前中

から元気に過ごすことができます。また、運動も重要です。友だちと一緒に元気に遊んだ

り運動したりするとお腹がすいて、食が進み、昼間の心地よい疲れで早く寝ることもでき

ます。

遅寝遅起きの子どもの体温リズム

睡眠のリズムが崩れると･･･

•摂食リズムが崩れる(朝食の欠食)

•午前中の活動力低下

(運動不足、体力低下)

•自律神経機能の低下

(昼夜の体温リズムの乱れ)

•ホルモン分泌リズムの乱れ

•体調不良と精神不安定に陥りやす

くなる

3377..55 夜夜ふふかかししのの子子どどもものの体体温温リリズズムム

本本来来ああるるべべきき体体温温リリズズムム

3377..00

3366..55

【「睡眠の生理と臨床 改訂第３版」神山潤 2015 診断と治療社より】

【資料：早稲田大学 前橋 明「生活リズムを見直そう」より】

規則正しい生活リズムを心掛け、子どもの時間を守るのも保護者の大切な役割です。保

護者の生活リズムが子どもの生活リズムに影響を与えますので、テレビを消して話をした

り、一緒に本を読んだり学習したり、家族のコミュニケーションの時間を増やしましょう。

子どものテレビ・ゲーム・パソコン・スマートフォン等の長時間の使用は、子どもの心

や体の成長に影響を与えます。家族でノーテレビデー・ノーゲームデーなどの日を決めて

使用を控え、楽しい運動遊びなども体験させましょう。

朝ごはんは体やエネルギー源

私たちの体は、寝ている間もエネルギーを使っていて、朝にはエネルギーや必要

な栄養素が少なくなっています。そのため、朝ごはんでブドウ糖をはじめとする

様々な栄養素を補給する必要があります。

また、下のグラフから、朝ごはんを毎日食べている子どもほど学習状況調査の平

均正答率が高く、体力・運動能力も優れている傾向にあることが分かります。朝ご

はんを食べると、午前中からしっかり活動できる状態になり、勉強も運動もがんば

れるのです。 【早寝早起き朝ごはんポケットガイド（「早寝早起き朝ごはん」全国協議会）より】

【平成 31 年度 全国学力・学習状況調査（文部科学省）より】 【令和元年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査（スポーツ庁）より】

★★親親子子でで一一緒緒にに体体をを動動かかししななががらら、、多多様様なな動動ききがが経経験験ででききるるよようう啓啓発発ししままししょょうう！！

・体のバランスをとる動き→立つ・座る・回る・ぶら下がる などの動き

・体を移動する動き→歩く・走る・跳ぶ・登る・這う などの動き

・用具などを操作する動き→投げる・捕る・転がす・蹴る・押す などの動き

【親子運動遊びのススメ（高知県教育委員会）より】
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１１ ワワーーククののねねららいいととルルーールルのの確確認認（（５５分分））

２２ ウウォォーーミミンンググアアッッププ（（1100 分分））

①アイスブレイク１（他己紹介、等）

②アイスブレイク２

・二人組になり、「自分が今夢中になっていること」「好きなこと」等を伝え合う。

・聴く側はできるだけ質問等を控え、相づちや「そうですね」といった言葉掛けをしながら聴くこと

に徹し、話す側は持ち時間の全部を使って話す。（交代）

③聴いてどう思ったか、聴いてもらえてどう思ったか感想を伝え合う。

※保護者の感想を全体で共有し、聴くことや聴いてもらえる喜び等を共感し合う。

３３ ロローールルププレレイインンググ（（3300 分分））

①資料「ワークシート① 子どもの声を聴く」を読み、4 人グループで役を決める。5 人以上の場合

は第三者の役になる。

②グループ内で役割を演じ、子どもの気持ちや保護者の気持ちをそれぞれ想像し、感じたことを付

せんに書き、伝え合う。

③感じたことをもとに、グループで再度演じながら保護者の言葉を考える。

④新しいセリフでのおもちゃの取り合い場面を演じる。

４４ ポポイインントトををままととめめ、、保保護護者者にに伝伝ええるる（（1155 分分））

（例）気持ちを伝え合う体験をしていただきました。人が生きるうえで、自分の思っていること

を伝えられること、それをきちんと受け止めてもらえることは大切です。子どもが健やかに成

長するために必要であり、自分の意見を伝え、聴いてもらうことが重要です。

赤ちゃんも言葉で伝えられないだけで、表情や声等、身体全部を使って気持ちを伝えているのです。

人は、自分の表現したことをきちんと聴いて、受け止めてもらえることによって、自分自身への信頼感が

育ちます。また、どの年齢であれ、自分が大切にされることで自尊感情が育ちます。

けんか＝大変と捉える前に、大人も子どももそこで感じた気持ちを聴き合う、大切にし合うことで、人と

豊かにつながっていくためのステップになると思います。

保護者ワーク① 子どもの声を聴く

【ねらい】 ○「聴く」「聴いてもらう」を体験することで、自分の気持ちを受け止められる経験をする。

○役割を演じることで、子どもの気持ちや大人の気持ちを考える。

○大人にとってマイナスに見がちな子どもの行動をプラスに見て理解を深める。

【準備する物】◎「ワークシート① 子どもの声を聴く」

◎付せん（中･･･２色） ◎ペン・色マーカーペン ◎模造紙

【所要時間・人数等】60 分 １グループ（４人）

※さらにもう一歩！話し合ってみましょう。

・「イヤイヤ期の子ども」 ①どんな時にイヤイヤがでるのか考える

②子どもの気持ちを大切にする関わりについて考える

【研修方法】 ロールプレイング
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○役割を演じることで、子どもの気持ちや大人の気持ちを考える。

○大人にとってマイナスに見がちな子どもの行動をプラスに見て理解を深める。

【準備する物】◎「ワークシート① 子どもの声を聴く」

◎付せん（中･･･２色） ◎ペン・色マーカーペン ◎模造紙

【所要時間・人数等】60 分 １グループ（４人）

※さらにもう一歩！話し合ってみましょう。
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１.２人の子どもの気持ちを考えてみましょう。

２.２人の保護者の気持ちを考えてみましょう。

３.あなたが保護者なら、どうしますか？

ワークシート① 子どもの声を聴く

ロールプレイング 「おもちゃの取り合い」

アイリ、サクラ、アイリの保護者、サクラの保護者

アイリ：おもちゃで遊んでいる。

サクラ：おもちゃを取りあげる。

アイリ：泣く

サ ク ラ の 母：「何をしているの。アイリちゃんが遊んでいるおもちゃだから、とったら

だめでしょう。返しなさい。ごめんね。アイリちゃん。」

と言って、アイリにおもちゃを返す。

サクラ：泣く

ア イ リ の 母：「大丈夫。アイリはこのおもちゃで遊ぶから。」

と言って、アイリからおもちゃをとりあげてサクラに渡す。

アイリ：泣く
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子どもの人権を守るために、保育所・幼稚園等では､様々な取組が行われています。ここでは、子どもの思いを

大切にし、試行錯誤しながら、園全体で仲間づくりを支えてきたＡ保育所の実践事例を紹介します。

「あたしも話せるで」 ～ともに育つ仲間づくり～（Ａ保育所の取組）

Ａ保育所には、当時、2 カ国の外国籍の保護者がいました。言語や文化の違いもある中で､Ａ保育所は、子ども

や保護者が、安心して通える保育所を目指して取り組んでいました。この事例は、そのときの実践事例です。

「日本語しゃべって」 ～子どもたちの思いを丁寧に捉える～

転所してきたリンさんが保育所に初めて来た時に「わ～、ユーリさんと同じ顔や」とナツキさんが言った。

とっさに保育者は「そう？よく見たら目の大きさとか違うんじゃない？」と言葉をかけた。するとナツキさんは

「え？似いちゅうで」と言った。ナツキさんはリンさんとユーリさんの両親が同じ国の出身で似ているというこ

とから、リンさんに関心を寄せていた。

1 週間ほどして、虫が好きなリンさんが「あ、ダンゴムシおった」「このダンゴムシどこでとったが」と、思っ

たことや聞きたいことを話す姿も見られるようになった。虫かごを持って友だちに見せている時に、ナツキさ

んが「ねぇ、あたしにも見せて」と言うが、リンさんとユーリさんは外国語を使って話していた。それを見たナ

ツキさんは「日本語しゃべって」と言った。保育者は、ナツキが目を見つめて真剣にリンに言っている様子か

ら“自分も見たい、一緒に見たい”という気持ちからだろうと感じた。そこで保育者が「ダンゴムシ見たい

の？」と声をかけるとうなずいたので、「リンさんにそう伝えてみたら？」と言った。ナツキさんが「あたしもダ

ンゴムシ見たい」と言うと、リンさんは「リンが捕まえたダンゴムシ」と言ってナツキさんに見せ、一緒に頭を

つき合わせてダンゴムシを見ていた。

この時、保育者は、リンさんの気持ちを考えてとっさに返答したそうです。

けれど、ナツキさんの思ったことをよく聴き、新しく入った友だちへの関心を

受けとめたらよかったと、後で反省をしたそうです。

「日本語しゃべって」というナツキさんの言葉を聞いた時､保育者は最初少し戸惑ったそうです。でも、

戸惑う気持ちをすぐには言葉にせず、ナツキさんの表情を観察し、ナツキさんの気持ちを丁寧に理解しよ

うとしました。すると、ナツキさんは自分の気持ちを言葉にすることができ、そのことが、子ども同士の気持

ちがつながるという経験になっていきました。

保育実践事例
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